
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２２年度 34 29 23 26 116 17 34 19 25 15 14 29 381

２１年度 25 26 31 60 43 28 26 23 24 25 16 31 358

増 減 9 3 -8 -34 73 -11 8 -4 1 -10 -2 -2 23

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 合計

２２年度 6 5 4 5 14 3 6 3 4 2 2 4 58

２１年度 4 5 6 12 11 6 4 3 4 3 2 4 64

増 減 2 0 -2 -7 3 -3 2 0 0 -1 0 0 -6

平成２３年１０月 ３日

設置目的

利用料金収入
(千円)

管理体制

利用者数 (人)

施設管理者（非常勤職員２）

開館時間

休館日

委託業務の内容

午前９時から午後８時

０８５７－２６－７９１９教育委員会スポーツ健康教育課

ライフル射撃競技の普及・発展のため

平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト

所在地

連絡先

指定期間鳥取県ライフル射撃協会

ライフル射撃場 西伯郡南部町猪小路８０６施 設 名

施設所管課名

指定管理者名

毎週月曜日及び１２月２９日から１月３日

・ライフル射撃場の施設設備の維持管理に関する業務（保守管理、修繕、清掃、保安警備等）
・ライフル射撃場の利用の許可、利用料金の徴収等に関する業務
・その他管理運営に必要な業務（利用者の受付・案内、付属設備・備品の貸出、利用指導・操作）
・利用者へのサービスの提供、施設の利用促進、その他施設の管理運営に必要な業務

非常勤職員：２人〔 計２人 〕

設置年月日 昭和５７年 ５月１５日

利用料金 別紙のとおり

施設内容
・敷地面積：14,987㎡
・建築面積：1,019㎡



５ 収支の状況

６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応

８ 指定管理者による自己点検

〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕

区 分

利用者意見
の把握方法

利用者からの苦情・要望 対 応 状 況

・施設内に設置する意見箱
・施設窓口での意見受付
・施設で行う利用者アンケート
・県への「県民の声」による意見受付
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人 件 費

収入

事業外収入
雑入

小 計

県委託料

503

管理運営費

ライフル射撃協会員による、ボランティア作業の回数を増やし、草刈・清掃等を実施した。

利用者からの積極的な評価

〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕

0

支出

計

収 支 差 額 0

5498

483

20



９ 施設所管課による業務点検

Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。

○利用許可、利用料徴収等の業務に支障は生じていないが、
手続きの細部に改善が必要な箇所が見られる。

Ｂ ○管理に必要な業務が適正に行われている。

評 価 点 検 結 果

Ｂ
○定期的に職員が巡回し、危険箇所等を確認している。
○巡回時に必要な清掃をおこなっている。
○修繕箇所があった場合には、迅速な対応ができている。

○事故の防止措置、緊急時の対応

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

○利用の許可
Ｂ

項 目

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

○施設設備の保守管理・修繕

○施設の保安警備、清掃等

《評価指標》Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画を上回る実績があり、
優れた管理運営がなされている。

Ｂ
○利用者の苦情や問い合わせ等もなく、施設として提供すべき
サービス水準は保たれている。

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

〔職員の配置〕 Ｂ ○管理運営を行うにあたり、適正な人員配置がされている。

総 括 Ｂ ○おおむね協定書の内容どおり適切に管理されている。

Ｂ ○清掃や草刈り等を職員が行うことにより経費を削減している。

〔利用者サービス〕

○開館時間、休館日、利用料金等

○利用者へのサービス提供・向上策

○施設の利用促進

○個人情報保護、情報公開

○利用者意見の把握・対応

〔収入支出の状況〕

○利用指導・操作

○適正管理に必要な利用者への措置命令

○利用料金の徴収、減免

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

○利用受付・案内

○附属設備・備品の貸出し


